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塩江保育所・小学校送迎バスにおける保護者負担金について   

 

塩江保育所・小学校ではバスを無料で運行しておりますが，他の地区では有料で公立幼稚園・

小学校スクールバスを運行しているなど，受益者負担の公平性から負担金についての見直しを行

うことといたしました。 

    

１ バスの利用および経費負担の状況                （人数は７月１日現在） 

保育所名 年度 
定員 

（人） 
現員（人） 

利用児童数（う

ち小学生）（人） 

バス維持管理

運行経費（円） 

一人当たり月額経費（円） 

（100 円未満切捨て） 

塩 江 20 100 85 70（28）※ 6,660,952 7,900 

   ※ 内訳：塩江方面１７人，上西方面３人，安原方面２２人，小学生２８人 

                              

２ 保護者負担金（案）      

区      分 費 用 

塩江保育所へ通う児童１人当たり（月額） 
往 復 １，０００円 

片 道 ５００円 

塩江小学校へ通う児童１人当たり（月額） 片 道 
      ５００円 

※８月分は徴収しない 

備考 同一世帯から，小学生以下の児童が２人以上バスを利用している場合は，２人目の費用

は表に掲げる各費用の半額，３人目以降の費用は無料とする。 

                      

３ 実施予定時期   平成２１年４月から 

 

４ 保護者への説明経過等 

   (保育所) 

    １２月２日 塩江保育所保護者説明会 今後，役員会と協議していくことで合意 

    １月１５日 塩江保育所役員会 前回の説明会を踏まえての協議 

    １月１９日 塩江保育所役員会 再度協議して合意（負担額・実施時期） 

    ２月２５日 塩江保育所保護者へ協議結果の通知 

   （小学校） 

    １２月３日 塩江小学校保護者説明会 バスの大きさや保護者負担の軽減等の意見 

    １月２７日 塩江小学校保護者説明会 前回の説明会を踏まえての協議 

    ２月 ６日 塩江小学校保護者代表との協議  

    ２月２５日 塩江小学校ＰＴＡ会長から市長への要望書提出 

          ・保護者負担を据え置く期間 

          ・塩江地区３小学校統合後のスクールバス保護者負担等 

    ２月２６日 塩江小学校保護者説明会 


